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当資料は主に以下の資料から抜粋して作成しています。  

令和２年度全国水道担当者会議（厚生労働省 HP, 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197003_00002.html） 
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１  改正水道法の施行について 

 

（1） 水道台帳の整備  

○ 水道事業者等に、台帳の整備を行うことを義務付ける  （第 22 条の３） 

・ 令和４年９月 30日までに整備を完了すること。 

・ 水道施設台帳は、調書（管路・施設）、図面（一般図、施設平面図）及びその他により構成。 

・ 記載事項に変更があった場合は速やかに訂正するなど、適切な整理を継続して実施すること。 

‧ 長期的な資産管理を効率的に行う観点から、台帳の電子化に努める。 

‧ 資産データの一部が欠損している場合は、以下による情報の補完を検討する。 

・過去の工事記録整理 

・認可申請書に添付する図面及び工事設計書等の整理 

・現地調査 

・過去に在籍していた職員への聞き取り調査 

‧ 災害時に備え、分散保管やバックアップ、停電対策等の危機管理対策を実施する。 

‧ 水道施設台帳の情報を固定資産台帳の情報に整合させることにより、中長期的な更新需要の算

定の精度を向上させることについて検討する。 

留意事項 
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（2） 水道施設の点検を含む維持・修繕  

○ 水道事業者等に、水道施設の点検を含む維持・修繕を義務付ける  （第 22条の２） 

‧ 水道事業者、水道用水供給事業者の他、専用水道の設置者も対象。 

‧ 運転監視、巡視、維持（清掃等）、点検（目視等）、修繕により水道施設を良好な状態に保つこと。 

‧ 特にコンクリート構造物については、点検頻度や点検・修繕記録の保存等まで施工規則で定められて

いる。 

 

 

  

① 施設管理は予防保全型を基本とし、劣化や不具合の予兆が捉えられる場合には状態監視保全、

それが困難な場合には時間計画保全を適用すべきである。 

② 水道施設の状態監視保全においては、水道事業者等によって、各水道施設の特性にあわせた合

理的な巡視・点検方法等を設定し、これに基づく定期的な巡視・点検を行うこと。 

③ 水道事業者等で定めた巡視・点検方法等は明文化し、適宜見直しを行うことを基本とする。 

④ 令和元年９月に「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」が作成されてい

る。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205762_00008.html） 

留意事項 
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２  令和３年度水道関係予算等について 
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（1） 令和３年度予算・令和２年度３次補正予算における制度改正等  

水道施設耐災害性強化事業の創設  

国庫補助の災害復旧事業と併せて実施する基幹水道構造物の災害対策事業 

（災害復旧費補助金では原形復旧費のみが対象であるため、当該事業により上乗せ措置分を支援） 

【採択要件】 

・災害復旧事業と併せて行う水道施設の耐災害性強化事業であること 

・原形より水道施設の耐災害性が強化される事業であること 

・他の事業による防災対策が実施されても被災原因となった災害と同様の災害によって被災するおそれがあ

ること 

【対象施設】 

取水施設、導水施設、浄水施設、送配水施設及びこれらの施設と密接な関係を有する施設（管路は除く） 

【交付率】 １／３ 

水道管路緊急改善事業の対象拡充  

従来の鋳鉄管、石綿管、コンクリート管等に加え、ポリエチレン管も対象管種に追加 

海底送配水管更新事業の創設  

海底送・配水管更新計画に基づく事業（※令和７年度採択分までの時限事業） 

【採択要件】 

・水道事業で資本単価 90円(用供は 70円)／㎥以上 

・事業の対象となる海底送水管・海底配水管の代替水源が存在しないこと 

【対象施設】 布設後 20年以上が経過した海底送水管・海底配水管 

【交付率】 １／３ 

広域化事業の要件緩和  

従来は市町域を超えて３以上の水道事業の広域化が対象であったが、離島・過疎地域等の地理的条件

が厳しい地域においては２以上の水道事業の広域化も対象となる 

生活基盤施設耐震化等効果促進事業の創設  

以下のいずれかに該当する事業 

① 複数事業者間で実施するアセットマネジメント又は施設統廃合計画の策定 

② 業務継続計画（BCP）の策定 

③ 県生活基盤施設耐震化等事業計画の目標を達成するため、他の交付金事業（国取扱要領別表１）と一

体的となってその効果を一層高めるために実施する事業 

【対象経費】 報償費、旅費、賃金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 

【交付率】 １／３ 
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（2） 水道施設整備費の手引き（厚生労働省水道課作成） 

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課により、主な水道施設整備費の概要をまとめた手引きが作成され

た。 
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３  水道における災害対策・危機管理  

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成 30年度～令和２年度）が終了し、「防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策」が新たに掲げられた。 
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（1） 災害発生時の連絡体制  

渇水、風水害、地震等による断減水状況については、昭和 54年３月 23日付け環水第 39号にて厚生労

働省への報告が求められ、その様式等については平成２５年１０月２５日付け健水発１０２５第１号（最終改正

令和２年２月 27日）（以下、平成 25年通知という。）で定められている。 

 

 水道事業者及び水道用水供給事業者におかれては、休日・夜間等の非常時にも遅滞なく断減水等状

況を共有できるよう、平素より管轄の健康福祉事務所等との連絡体制を構築すること。 

 

（2） 災害復旧費・災害査定  

異常なる天然現象による被害を受けた水道施設を原型に復旧する事業については、上水道施設災害復

旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金を活用できる。 

 

‧ 自然災害の場合、大臣認可を含む水道事業者及び水道用水供給事業者は、県に断減水等の状

況について報告し、県は厚生労働省へ県内の状況を報告する。 

‧ 自然災害及び渇水による断減水等被害の報告は、原則は実際に断減水等被害が生じる、または

生じるおそれがある場合に情報提供をお願いしているが、自然災害の規模が大きい場合には、被

害がない旨の報告も必要となる。 

留意事項 

‧ 応急仮工事の額を除いた復旧費が、以下の限度額及び現在給水人口×130円（簡水は 110円）

で求める金額を上回ること。 

上水道事業または水道用水供給事業 県 7,200 千円、市 1,900千円、町村 1,000千円 

簡易水道事業 市 1,000 千円、町村 500千円 

‧ 災害原因である「異常なる天然現象」は「災害復旧事業の実務に関する手引き」に掲げるもので、

申請者は事実を説明する責任がある。 

‧ 通常の災害復旧費補助金では給水管を対象としない。ただし、大規模災害の場合は災害ごとに交

付要綱等が策定されることがある。 

‧ 被災状況の説明のため、写真やメーカーからの使用不可証明書等の記録を必ず残すこと。 

留意事項 
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